
議

案

第

四

十

六

号

 

 
 

 

港

区

防

災

対

策

基

本

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

三

年

九

月

十

五

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭

 

  
 

 

港

区

防

災

対

策

基

本

条

例
 

目

次

 

 

第

一

章 

総

則

（

第

一

条

―

第

三

条

）
 

第

二

章 

区

、

区

民

及

び

事

業

者

の

責

務
 

 
 

第

一

節 

区

の

責

務

（

第

四

条

―

第

六

条

）
 

 

第

二

節 

区

民

の

責

務

（

第

七

条

）

 

 

第

三

節 

事

業

者

の

責

務

（

第

八

条

）

 

第

三

章 

予

防

対

策

 

第

一

節 

防

災

街

づ

く

り

の

推

進

（

第

九

条

―

第

十

二

条

）
 

第

二

節 

啓

発

活

動

及

び

教

育

の

推

進

（

第

十

三

条

・

第

十

四

条

）

 



 

第

三

節 

防

災

訓

練

（

第

十

五

条

）

 

第

四

節 

防

災

住

民

組

織

（

第

十

六

条

）

 

 

第

五

節 

災

害

時

要

援

護

者

に

対

す

る

施

策

（

第

十

七

条

）

 

第

六

節 

高

層

住

宅

等

の

震

災

対

策

（

第

十

八

条

）

 

第

七

節 
業

務

継

続

計

画

（

第

十

九

条

）

 

第

八

節 

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ヘ

の

支

援

（

第

二

十

条

）

 

第

四

章 

応

急

対

策

 

 
 

第

一

節 

応

急

体

制

等

の

整

備

（

第

二

十

一

条

―

第

二

十

三

条

）

 

 
 

第

二

節 

避

難

（

第

二

十

四

条

―

第

二

十

六

条

）

 

第

三

節 

帰

宅

困

難

者

対

策

（

第

二

十

七

条

・

第

二

十

八

条

）

 

第

五

章 

復

興

対

策

（

第

二

十

九

条

・

第

三

十

条

）

 

 

付

則

 

第

一

章 

総

則

 

（

目

的

）

 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

防

災

対

策

に

つ

い

て

基

本

理

念

を

定

め

、

港

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

、

区

民

及

び

事

業

者

の

責

務

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

災

害

の

予

防

対

策

、

応

急

対

策

及

び

復

興

対

策

に

関

す

る

基

本

的

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

防

災

対

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

し

、

も

っ

て

区

民

等

の



生

命

、

身

体

及

び

財

産

を

災

害

か

ら

保

護

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 
（

定

義

）

 

第

二

条 
こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。
 

一 

災

害 
災

害

対

策

基

本

法

（

昭

和

三

十

六

年

法

律

第

二

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

一

号

に

定

め

る

災

害

を

い

う

。

 

二 

防

災 

災

害

を

未

然

に

防

止

し

、

災

害

が

発

生

し

た

場

合

に

お

け

る

被

害

の

拡

大

を

防

ぎ

、

並

び

に

災

害

の

復

旧

及

び

復

興

を

図

る

こ

と

を

い

う

。

 

三 

区

民 

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

及

び

居

住

す

る

者

を

い

う

。

 

四 

事

業

者 

区

内

で

事

業

活

動

を

行

う

も

の

を

い

う

。

 

五 

区

民

等 

区

民

及

び

区

内

に

勤

務

し

、

在

学

し

、

若

し

く

は

滞

在

し

、

又

は

区

内

を

通

過

す

る

者

を

い

う

。 

六 

防

災

住

民

組

織 

町

会

、

自

治

会

等

を

単

位

と

し

て

自

主

的

に

結

成

さ

れ

た

防

災

組

織

を

い

う

。

 

 

七 

防

災

関

係

機

関 

警

視

庁

、

東

京

消

防

庁

そ

の

他

の

防

災

対

策

を

実

施

す

る

東

京

都

の

関

係

機

関

及

び

法

第

二

条

第

三

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

規

定

す

る

機

関

を

い

う

。

 

（

基

本

理

念

）

 

第

三

条 

防

災

対

策

は

、

自

ら

の

こ

と

は

自

ら

が

守

る

と

い

う

自

助

の

考

え

方

、

地

域

に

お

い

て

互

い

に

助

け



合

う

と

い

う

共

助

の

考

え

方

及

び

行

政

が

区

民

等

の

安

全

を

確

保

す

る

と

い

う

公

助

の

考

え

方

に

基

づ

き

、

区

、

区

民

及

び

事

業

者

が

そ

れ

ぞ

れ

の

責

務

と

役

割

を

果

た

し

、

相

互

に

連

携

を

図

り

な

が

ら

協

力

す

る

こ

と

を

基

本

理

念

と

し

て

行

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
第

二

章 

区

、

区

民

及

び

事

業

者

の

責

務

 
第

一

節 

区

の

責

務

 

（

区

長

の

基

本

的

責

務

）

 

第

四

条 

区

長

は

、

区

民

等

の

生

命

、

身

体

及

び

財

産

を

災

害

か

ら

保

護

し

、

そ

の

安

全

を

確

保

す

る

た

め

、

必

要

な

施

策

を

実

施

し

、

及

び

防

災

体

制

を

整

備

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

防

災

対

策

を

行

う

に

当

た

り

、

国

、

東

京

都

（

以

下

「

都

」

と

い

う

。

）

及

び

他

の

区

市

町

村

と

の

連

絡

調

整

を

行

う

と

と

も

に

、

区

民

、

事

業

者

、

防

災

住

民

組

織

、

防

災

関

係

機

関

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

等

と

の

連

携

及

び

協

力

に

平

常

時

か

ら

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

地

域

防

災

計

画

の

実

施

）

 

第

五

条 

区

長

は

、

法

第

四

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

作

成

さ

れ

た

港

区

地

域

防

災

計

画

（

以

下

「

地

域

防

災

計

画

」

と

い

う

。

）

に

基

づ

き

、

防

災

対

策

を

的

確

か

つ

円

滑

に

実

施

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

区

の

職

員

の

責

務

）

 

第

六

条 

区

の

職

員

は

、

区

民

等

の

安

全

を

確

保

す

る

た

め

、

防

災

に

関

す

る

知

識

及

び

技

術

の

習

得

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 



第

二

節 

区

民

の

責

務

 
（

区

民

の

責

務

）

 

第

七

条 
区

民

は

、

自

己

及

び

家

族

の

安

全

の

確

保

に

努

め

る

と

と

も

に

、

相

互

に

協

力

し

、

地

域

の

住

民

の

安

全

の

確

保

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

民

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

そ

の

他

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

、

自

ら

災

害

に

備

え

る

手

段

を

講

ず

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一 

建

築

物

そ

の

他

の

工

作

物

の

安

全

性

の

向

上

 

二 

家

具

の

転

倒

の

防

止

 

三 

出

火

の

防

止

 

四 

初

期

消

火

に

必

要

な

用

具

の

準

備
 

五 

飲

料

水

、

食

料

等

生

活

必

需

品

の

備

蓄

 

六 

避

難

の

経

路

、

場

所

及

び

方

法

に

つ

い

て

の

確

認

 

七 

防

災

に

関

す

る

知

識

及

び

技

術

の

習

得

 

３ 

区

民

は

、

区

、

防

災

関

係

機

関

等

が

実

施

す

る

防

災

対

策

事

業

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

地

域

に

お

け

る

自

主

的

な

防

災

対

策

活

動

に

参

加

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

三

節 

事

業

者

の

責

務

 

（

事

業

者

の

責

務

）

 



第

八

条 

事

業

者

は

、

そ

の

社

会

的

責

任

に

基

づ

き

、

そ

の

管

理

す

る

施

設

及

び

設

備

の

安

全

性

の

確

保

に

努

め

る

と

と

も

に

、

従

業

員

、

事

業

所

に

来

所

す

る

者

及

び

事

業

所

の

周

辺

地

域

に

お

け

る

住

民

の

安

全

の

確

保

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

事

業

者

は

、

防

災

住

民

組

織

等

と

の

連

携

を

図

り

つ

つ

、

地

域

に

お

け

る

自

主

的

な

防

災

対

策

活

動

に

協

力

す

る

と

と

も

に

、

区

、

防

災

関

係

機

関

等

が

実

施

す

る

防

災

対

策

事

業

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

事

業

者

は

、

災

害

時

に

お

い

て

、

従

業

員

の

一

斉

帰

宅

の

抑

制

に

努

め

る

と

と

も

に

、

帰

宅

困

難

者

（

事

業

所

、

学

校

等

に

通

勤

し

、

通

学

し

、

又

は

買

物

そ

の

他

の

理

由

に

よ

り

来

店

し

、

若

し

く

は

来

所

す

る

者

等

で

徒

歩

に

よ

り

容

易

に

帰

宅

す

る

こ

と

が

困

難

な

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

対

策

の

た

め

、

飲

料

水

食

料

そ

の

他

災

害

時

に

お

い

て

必

要

と

な

る

物

資

を

備

蓄

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

三

章 

予

防

対

策

 

第

一

節 

防

災

街

づ

く

り

の

推

進

 

（

災

害

に

強

い

街

づ

く

り

の

推

進

）

 

第

九

条 

区

長

は

、

道

路

、

公

園

等

の

都

市

基

盤

の

整

備

、

市

街

地

の

再

整

備

、

土

地

利

用

の

誘

導

等

の

施

策

を

通

じ

て

、

災

害

に

強

い

街

づ

く

り

を

総

合

的

に

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

長

は

、

災

害

に

強

い

街

づ

く

り

を

総

合

的

に

推

進

す

る

た

め

、

防

災

街

づ

く

り

整

備

指

針

を

策

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

、

 



３ 

区

長

は

、

前

項

の

指

針

の

策

定

に

当

た

っ

て

は

、

地

域

防

災

計

画

と

の

整

合

性

に

配

慮

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

公

共

施

設

の

安

全

性

の

確

保

）

 

第

十

条 
区

長

は

、

そ

の

管

理

す

る

建

築

物

そ

の

他

の

公

共

施

設

の

耐

震

性

及

び

耐

火

性

を

強

化

し

、

そ

の

安

全

性

を

確

保

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

民

間

建

築

物

等

の

安

全

性

の

向

上

）

 

第

十

一

条 

区

長

は

、

区

内

に

存

す

る

民

間

建

築

物

等

（

公

共

施

設

を

除

く

建

築

物

そ

の

他

の

工

作

物

を

い

う

以

下

同

じ

。

）

の

耐

震

性

及

び

耐

火

性

の

確

保

並

び

に

落

下

物

の

防

止

の

た

め

、

調

査

又

は

適

切

な

助

言

若

し

く

は

指

導

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

民

間

建

築

物

等

の

所

有

者

等

に

対

し

必

要

な

助

成

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

風

水

害

対

策

）

 

第

十

二

条 

区

長

は

、

台

風

、

集

中

豪

雨

等

に

よ

る

浸

水

等

の

被

害

を

未

然

に

防

止

し

、

又

は

被

害

を

最

小

限

に

と

ど

め

る

た

め

、

水

防

に

関

す

る

体

制

を

確

立

し

、

そ

の

対

策

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

二

節 

啓

発

活

動

及

び

教

育

の

推

進

 

（

防

災

に

関

す

る

知

識

の

普

及

及

び

情

報

の

提

供

等

）

 

第

十

三

条 

区

長

は

、

防

災

に

関

す

る

知

識

の

普

及

及

び

情

報

の

提

供

を

積

極

的

に

推

進

し

、

区

民

等

の

防

災

 

。

 



に

関

す

る

知

識

及

び

意

識

の

向

上

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
（

防

災

教

育

の

推

進

）

 

第

十

四

条 

区

長

は

、

教

育

委

員

会

が

実

施

す

る

学

校

教

育

及

び

社

会

教

育

を

通

じ

て

防

災

教

育

の

充

実

に

努

め

る

と

と

も

に

、

防

災

住

民

組

織

、

消

防

団

等

が

実

施

す

る

防

災

教

育

に

対

し

必

要

な

支

援

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

三

節 
防

災

訓

練

 

（

防

災

訓

練

の

実

施

）

 

第

十

五

条 

区

長

は

、

防

災

住

民

組

織

、

防

災

関

係

機

関

等

と

の

連

携

を

図

り

、

防

災

訓

練

を

積

極

的

に

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

防

災

住

民

組

織

は

、

災

害

の

発

生

に

備

え

、

防

災

訓

練

を

実

施

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

区

長

は

、

前

二

項

の

防

災

訓

練

が

円

滑

に

実

施

で

き

る

よ

う

、

必

要

な

措

置

を

講

じ

、

及

び

支

援

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

四

節 

防

災

住

民

組

織

 

（

防

災

住

民

組

織

の

育

成

）

 

第

十

六

条 

区

長

は

、

防

災

住

民

組

織

の

育

成

の

た

め

、

資

器

材

の

供

与

等

、

研

修

の

実

施

、

防

災

に

関

す

る

意

識

の

啓

発

そ

の

他

の

必

要

な

支

援

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

防

災

住

民

組

織

の

活

動

の

促

進

を

図

る

た

め

、

地

域

の

防

災

リ

ー

ダ

ー

（

防

災

住

民

組

織

の

活



動

に

お

い

て

中

心

的

な

役

割

を

担

う

者

を

い

う

。

）

の

育

成

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
３ 
区

長

は

、

防

災

住

民

組

織

、

消

防

団

そ

の

他

災

害

時

に

支

援

活

動

を

行

う

団

体

が

、

相

互

に

連

携

を

図

り

補

完

し

合

う

こ

と

に

よ

り

、

区

内

で

被

災

し

た

区

民

等

に

対

し

て

必

要

な

活

動

を

一

体

的

か

つ

効

果

的

に

行

う

こ

と

が

で

き

る

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

づ

く

り

の

促

進

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
第

五

節 

災

害

時

要

援

護

者

に

対

す

る

施

策

 

（

災

害

時

要

援

護

者

に

対

す

る

施

策

）

 

第

十

七

条 

区

長

は

、

高

齢

者

、

障

害

者

等

で

災

害

時

に

お

い

て

特

に

援

護

を

要

す

る

も

の

（

以

下

「

災

害

時

要

援

護

者

」

と

い

う

。

）

に

対

す

る

施

策

を

推

進

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

災

害

時

要

援

護

者

に

対

す

る

施

策

を

推

進

す

る

に

当

た

り

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

警

察

署

、

消

防

署

、

町

会

、

自

治

会

、

民

生

委

員

等

に

協

力

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

六

節 

高

層

住

宅

等

の

震

災

対

策

 

（

高

層

住

宅

等

の

震

災

対

策

）

 

第

十

八

条 

高

層

住

宅

等

の

居

住

者

等

は

、

震

災

時

に

お

け

る

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

の

停

止

等

に

備

え

、

協

力

し

て

防

災

に

関

す

る

計

画

を

策

定

す

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

救

出

、

避

難

等

に

必

要

な

用

具

に

つ

い

て

協

力

し

て

備

蓄

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

高

層

住

宅

等

の

建

築

主

等

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

備

蓄

を

行

う

た

め

、

必

要

な

場

所

を

建

物

内

に

確

保

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

、

 



３ 

区

長

は

、

高

層

住

宅

等

の

震

災

対

策

を

推

進

す

る

た

め

、

必

要

な

支

援

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

七

節 

業

務

継

続

計

画

 

（

業

務

継

続

計

画

）

 

第

十

九

条 

区

長

は

、

災

害

発

生

後

に

お

け

る

区

民

の

生

活

の

安

定

を

図

る

た

め

、

区

に

お

け

る

業

務

継

続

計

画

（

災

害

時

に

優

先

さ

れ

る

べ

き

業

務

の

継

続

及

び

通

常

業

務

の

早

期

復

旧

を

図

る

た

め

に

必

要

な

手

段

、

体

制

等

を

事

前

に

定

め

て

お

く

計

画

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

策

定

す

る

と

と

も

に

、

必

要

に

応

じ

て

そ

の

検

証

を

行

う

も

の

と

す

る

。
 

２ 

事

業

者

は

、

そ

の

事

業

の

継

続

が

地

域

社

会

の

復

旧

及

び

復

興

に

寄

与

す

る

こ

と

を

自

覚

し

、

業

務

継

続

計

画

を

策

定

す

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

必

要

に

応

じ

て

そ

の

検

証

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

第

八

節 

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ヘ

の

支

援

 

（

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ヘ

の

支

援

）

 

第

二

十

条 

区

長

は

、

災

害

時

に

お

い

て

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

が

区

内

で

被

災

し

た

区

民

等

に

対

す

る

支

援

活

動

を

円

滑

に

行

う

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

、

活

動

拠

点

の

提

供

そ

の

他

必

要

な

支

援

を

行

う

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

長

は

、

都

、

公

共

的

団

体

等

と

の

連

携

を

図

り

つ

つ

、

協

力

し

て

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

育

成

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 



第

四

章 

応

急

対

策

 

第

一

節 

応

急

体

制

等

の

整

備

 

（

応

急

体

制

の

整

備

）

 

第

二

十

一

条 

区

長

は

、

災

害

時

に

お

け

る

避

難

活

動

及

び

救

援

活

動

を

円

滑

に

行

う

た

め

、

次

に

掲

げ

る

事

項

そ

の

他

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

、

あ

ら

か

じ

め

、

国

、

都

、

防

災

住

民

組

織

、

防

災

関

係

機

関

、

事

業

者

等

と

の

連

携

を

図

り

、

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

一 

救

出

用

及

び

救

助

用

の

機

器

等

の

整

備

に

関

す

る

こ

と

。

 

二 

飲

料

水

、

食

料

そ

の

他

避

難

生

活

に

必

要

な

物

資

の

備

蓄

等

に

関

す

る

こ

と

。

 

三 

緊

急

輸

送

に

関

す

る

こ

と

。
 

四 

避

難

所

に

関

す

る

こ

と

。

 

五 

道

路

上

の

障

害

物

の

除

去

に

関

す

る

こ

と

。

 

六 

医

療

救

護

に

関

す

る

こ

と

。

 

（

情

報

連

絡

体

制

の

整

備

）

 

第

二

十

二

条 

区

長

は

、

災

害

の

発

生

に

備

え

、

あ

ら

か

じ

め

、

災

害

に

関

す

る

情

報

の

収

集

及

び

連

絡

の

体

制

を

整

備

し

、

並

び

に

災

害

時

に

的

確

な

情

報

を

区

民

等

及

び

事

業

者

に

対

し

周

知

す

る

方

法

を

確

立

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

災

害

時

に

地

域

の

被

災

状

況

を

速

や

か

に

把

握

す

る

た

め

、

区

民

等

及

び

事

業

者

に

対

し

災

害



に

関

す

る

情

報

の

提

供

等

必

要

な

協

力

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
（

他

の

地

方

公

共

団

体

等

と

の

協

定

の

締

結

等

）

 

第

二

十

三

条 

区

長

は

、

他

の

地

方

公

共

団

体

、

公

共

的

団

体

又

は

事

業

者

に

対

し

災

害

時

に

迅

速

か

つ

的

確

に

協

力

を

要

請

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

当

該

他

の

地

方

公

共

団

体

、

公

共

的

団

体

又

は

事

業

者

と

協

定

を

締

結

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

長

は

、

大

規

模

な

災

害

が

発

生

し

た

場

合

に

は

、

前

項

の

協

定

を

締

結

し

て

い

な

い

公

共

的

団

体

及

び

事

業

者

に

対

し

、

応

急

対

策

等

に

関

す

る

支

援

を

要

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

二

節 

避

難

 

（

避

難

所

の

設

置

等

）

 

第

二

十

四

条 

区

長

は

、

災

害

時

に

お

け

る

地

域

の

活

動

拠

点

と

し

て

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

港

区

立

小

学

校

及

び

中

学

校

そ

の

他

の

区

有

施

設

等

に

避

難

所

を

開

設

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

避

難

所

を

災

害

時

に

お

け

る

地

域

の

活

動

拠

点

と

し

て

活

用

す

る

た

め

、

平

常

時

か

ら

物

資

の

備

蓄

、

機

器

の

整

備

等

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

区

長

は

、

避

難

所

の

運

営

に

関

し

、

あ

ら

か

じ

め

、

避

難

所

と

な

る

施

設

の

責

任

者

及

び

関

係

者

、

町

会

自

治

会

、

防

災

住

民

組

織

、

防

災

関

係

機

関

、

事

業

者

等

と

の

連

携

を

図

り

、

災

害

時

の

避

難

所

の

運

営

に

係

る

協

力

体

制

を

整

備

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

（

代

替

施

設

の

確

保

）

 

 

、

 



第

二

十

五

条 

区

長

は

、

災

害

の

規

模

そ

の

他

の

状

況

に

よ

り

、

前

条

第

一

項

の

避

難

所

の

使

用

が

困

難

な

場

合

に

備

え

、

事

業

者

等

と

の

連

携

を

図

り

な

が

ら

協

力

を

得

て

、

避

難

所

の

機

能

を

一

時

的

に

代

替

す

る

施

設

を

確

保

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

避

難

誘

導

方

法

の

確

立

等

）

 

第

二

十

六

条 
区

長

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

防

災

関

係

機

関

と

の

連

携

を

図

り

、

災

害

時

に

区

民

が

避

難

所

及

び

広

域

的

な

避

難

場

所

に

安

全

に

避

難

す

る

た

め

に

必

要

な

避

難

路

の

確

保

に

努

め

る

と

と

も

に

、

避

難

誘

導

の

方

法

を

確

立

し

、

区

民

、

防

災

住

民

組

織

等

に

周

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

第

三

節 

帰

宅

困

難

者

対

策

 

（

帰

宅

困

難

者

の

事

前

準

備

等

）
 

第

二

十

七

条 

帰

宅

困

難

者

と

な

る

お

そ

れ

の

あ

る

者

は

、

災

害

時

に

お

い

て

安

全

に

帰

宅

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

あ

ら

か

じ

め

家

族

と

の

連

絡

手

段

の

確

保

、

徒

歩

に

よ

る

帰

宅

経

路

の

確

認

そ

の

他

の

必

要

な

準

備

を

行

う

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２ 

帰

宅

困

難

者

は

、

災

害

時

に

自

己

の

安

全

の

確

保

に

努

め

る

と

と

も

に

、

地

域

に

お

け

る

救

援

活

動

を

行

う

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

帰

宅

困

難

者

対

策

の

実

施

）

 

第

二

十

八

条 

区

長

は

、

災

害

時

に

お

け

る

帰

宅

困

難

者

の

帰

宅

に

係

る

混

乱

を

防

止

す

る

た

め

、

あ

ら

か

じ

め

、

他

の

地

方

公

共

団

体

及

び

防

災

関

係

機

関

と

の

連

携

を

図

り

、

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

と

と

も

に

、

帰



宅

困

難

者

対

策

を

推

進

す

る

た

め

の

団

体

の

結

成

及

び

そ

の

活

動

に

対

し

て

、

必

要

な

支

援

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

２ 

区

長

は

、

災

害

時

に

他

の

地

方

公

共

団

体

、

防

災

関

係

機

関

、

事

業

者

、

前

項

の

帰

宅

困

難

者

対

策

を

推

進

す

る

た

め

の

団

体

等

と

の

連

携

を

図

り

、

帰

宅

困

難

者

に

対

し

て

適

切

な

情

報

提

供

等

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

区

長

は

、

帰

宅

困

難

者

対

策

の

た

め

、

国

、

都

、

防

災

関

係

機

関

、

事

業

者

、

学

校

等

に

対

し

一

時

受

入

れ

場

所

の

確

保

、

飲

料

水

、

食

料

そ

の

他

災

害

時

に

お

い

て

必

要

と

な

る

物

資

及

び

避

難

誘

導

用

具

の

備

蓄

並

び

に

情

報

連

絡

体

制

及

び

避

難

誘

導

体

制

の

確

立

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

４ 

区

長

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

帰

宅

困

難

者

対

策

を

実

施

す

る

事

業

者

学

校

等

に

対

し

必

要

な

支

援

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

五

章 

復

興

対

策

 

（

復

興

対

策

）

 

第

二

十

九

条 

区

長

は

、

災

害

に

よ

り

区

内

に

重

大

な

被

害

が

発

生

し

た

と

き

は

、

国

、

都

、

防

災

関

係

機

関

等

と

の

連

携

を

図

り

、

速

や

か

に

被

災

し

た

地

域

の

復

興

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

民

、

事

業

者

等

は

、

災

害

に

よ

り

区

内

に

重

大

な

被

害

が

発

生

し

た

と

き

は

、

相

互

に

協

力

し

、

被

災

し

た

地

域

の

復

興

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

復

興

体

制

の

確

立

）

 

 

、

 



第

三

十

条 

区

長

は

、

震

災

に

よ

り

区

内

に

重

大

な

被

害

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

区

民

生

活

の

再

建

及

び

安

定

並

び

に

被

災

し

た

地

域

の

復

興

に

関

す

る

事

業

を

迅

速

か

つ

計

画

的

に

実

施

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

港

区

震

災

復

興

本

部

（

以

下

「

本

部

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

 

２ 

本

部

に

関

し

必

要

な

事

項

に

つ

い

て

は

、

別

に

条

例

で

定

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

） 

区

民

等

の

生

命

、

身

体

及

び

財

産

を

災

害

か

ら

保

護

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

防

災

対

策

に

関

す

る

基

本

的

事

項

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


